
　相模原市と藤野町で構成する「相
模原市・藤野町合併協議会」の第１
回協議会が、４月２５日（月）午後３
時からけやき会館５階大樹の間で開
催され、相模原市と藤野町による合
併に関する協議がスタートしました。
　当日は、協議会の規約・規程など
に関する報告や、平成１７年度事業計
画、予算、合併協定項目、合併の方
式などの協議が行われました。議事
の内容については、次のとおりです。

報 告 事 項　 報　告　事　項 　

　次の規約・規程について、報告し、
承認されました。
　第１号　協議会規約について
　協議会の目的、組織、事務等につ
いて定めたもの。
　第２号　幹事会規程について
　協議会を構成する各市町の助役等
が構成員となる幹事会の運営等につ
いて定めたもの。
　第３号　専門部会規程について
　協議会を構成する各市町の部長、
課長等が構成員となる専門部会の運
営等について定めたもの。
　第４号　事務局規程について
　事務局が行う事務の内容など、事
務局運営等について定めたもの。
　第５号　財務規程について
　予算・決算の手続きなど、協議会
の財務について定めたもの。
　第６号　会議運営規程について
　協議会の会議の運営について定め
たもの。
　第７号　会議傍聴規程について
　傍聴の手続きなど、協議会が開催
する会議の傍聴について定めたもの。

主な意見

藤野町委員　
　合併の是非をどのように協議する
のか。また、協議事項について、会
長からだけでなく委員からの提案を
認めてはどうか。
事務局　
　合併の是非は、合併協議項目の積
み重ねの結果だと考える。合併協議
項目の全てについて合意ができれば
合併は是となるものである。また、
協議項目は専門的なものが多いため、
専門部会、幹事会を経て会長から提
案させていただくことになっている。
藤野町委員　
　会議の議事の進め方について、全
会一致でない場合でも３分の２以上
の賛同をもって進めてしまうのか。
あるいは分科会を設置し別に協議す

協 議 事 項　 協　議　事　項 　

　　　　　　　　　　　　　　　　
第１号　平成１７年度事業計画について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
１　会議の開催
　相模原市及び藤野町の合併に関
する協議等を行うため、合併協議
会の会議を開催する。

２　合併市町村基本計画の作成
　合併後の新市の円滑な運営の確
保及び均衡ある発展を図るための
基本方針及び事業に関する事項並
びに財政計画等を作成する。

３　行政制度等の調整方針の協議
　主要な行政制度等について、合
併協定項目として調整方針を協議
する。

４　合併協定書の調印
　合併市町村基本計画の作成及び
行政制度等の調整方針の協議に基
づいて、合併協定書の調印を行う。

５　広報の実施
　合併協議会だよりの発行及びホ
ームページの開設等による情報提
供、意見の募集を行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　
第２号　平成１７年度予算について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定

�

主な意見

藤野町委員　
　合併協定書の調印は町と市で行う
ので、協議会で調印するのはおかし
いのではないか。
事務局　
　合併協定書は、協議会の中で議論
した内容を取りまとめるものであり、
構成団体で確認のため調印を行うも

平成１７年度予算
歳入　　　　　　　　　（単位：千円）

金　額項款

４０，０００１　負　担　金１　負担金

４０，０００歳　　　入　　　合　　　計

歳出　　　　　　　　　（単位：千円）
金　額項款

３４，９４０１　事業推進費１　事業費

 ４，８８９１　事 務 局 費２　総務費

　 １７１１　予　備　費３　予備費

４０，０００歳　　　出　　　合　　　計

のである。
藤野町委員　
　意見募集はどのような方法で行う
のか。また、３つの協議会で合同発
行する協議会だよりの費用負担はど
のようになっているのか。
事務局　
　ホームページ等への意見の書き込
みや電話等による意見募集を考えて
おり、合併市町村基本計画を作成す
る際の意見募集を実施することによ
り、パブリックコメントと同様の効
果が得られると考える。また、協議
会だよりの費用は、３つの協議会で
合同発行した場合には、それぞれ３
分の１ずつ負担することで取り決め
ている。
藤野町委員　
　既に１市２町で協議済みの案件に
ついて、この協議会ではどのように
調整するのか。
事務局　
　１市２町の協議結果を踏まえ協議
することが論理的だと考える。

　　　　　　　　　　　　　　　　
第３号　合併協定項目について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定　（ただし、合
併市町村基本計画の協議の中で、合
併について総合的に意見を述べあう
機会を設けることを確認した。）
１　合併の方式
２　合併の期日
３　新市の名称
４　新市の事務所の位置

５　議会議員の定数及び任期の取扱い
６　農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
７　特別職の身分の取扱い
８　一般職の職員の身分の取扱い
９　財産の取扱い
１０　条例、規則等の取扱い
１１　事務組織及び機構の取扱い
１２　行政連絡機構の取扱い
１３　慣行の取扱い
１４　公共的団体等の取扱い
１５　町名・字名の取扱い
１６　土地利用の取扱い
１７　上下水道事業の取扱い
１８　地方税の取扱い
１９　国民健康保険事業の取扱い
２０　介護保険事業の取扱い
２１　保健衛生事業の取扱い
２２　使用料、手数料の取扱い
２３　補助金、交付金等の取扱い
２４　一部事務組合等の取扱い
２５　清掃事業の取扱い
２６　消防業務及び消防団の取扱い
２７　防災事業の取扱い
２８　地域自治区等の設置及び都市内分権
２９　各種事務事業の取扱い
３０　合併市町村基本計画

主な意見

藤野町委員
　合併市町村基本計画は別組織を作
って検討されたものが協議会に提出
されるのか。
事務局
　１市３町任意合併協議会の「まち

ることもあるのか。
小川会長　
　議決は原則として全会一致である
が、そうでない場合は皆さんの意見
を聞きながら進める。

相模原市・藤野町合併協議会
　相模原市と藤野町の合併協議が始まる・・・・・・・・１～３面

相模原・津久井地域合併協議会（　　　　　　　）
　５月１６日合併協議が始まる・・・・・・・・・・・・・・・３面

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会
　神奈川県知事へ要望書提出・・・・・・・・・・・・・・・３面

相模原市・城山町　
津久井町・相模湖町



事務事業一元化の基本方針事務事業一元化の基本方針
１　基本原則
　　事務事業の一元化を図るにあたり、次のことを基本原則とします。
（１）新市としての一体性をできるだけ早く確保すること。
（２）住民福祉の向上に努めること。
（３）使用料・手数料や地方税などの負担が公平となるよう努めること。
（４）健全な財政運営に努めること。
（５）行政改革を推進する観点から事務事業の見直しに努めること。
（６）地域特性の尊重に努めること。

２　調整方針
　　基本原則に基づき、相模原市の制度を基準に統一・調整を図るものとし
ます。また各市町の制度のうち、地域特性を有するものや、合併後直ちに
統一・実施することで住民生活等に大きな影響があるものについては、経
過措置を設定するなど円滑な移行に向けた調整を図るものとします。
３　調整方針の区分
　　調整方針の決定にあたっては、次表に掲げる区分を基準として定めます。

４　事務事業の協議ランクと調整方針の決定区分
　　事務事業の調整方針は、次に掲げる協議ランクに応じた組織において決定するものとします。
　・ランクＡ　合併協議会で協議すべきもの（合併協議項目）。
　・ランクＢ　専門部会、幹事会で協議し、合併協議会に報告するもの。
　・ランクＣ　専門部会で協議し、幹事会、合併協議会に報告するもの。

調整方針の具体例調整方針の区分
・現行のまま新市に引き継ぐ。①現行のまま存続現行

・合併時に相模原市の制度に統合する。
・合併時に相模原市の制度を適用する。②合併時に統合

統合

・合併後速やかに相模原市の制度に統合する。
・合併後速やかに相模原市の制度を適用する。
・合併後速やかに新市において検討する。

③速やかに統合

・合併後３年（５年）以内に相模原市の制度に統合する。
・合併後３年間（５年間）で相模原市の制度を適用する。
・合併後３年間（５年間）で段階的に相模原市の制度に統合する。
・合併後３年（５年）を目途に、新市において検討する。

④段階的に統合

・合併時に廃止する。
・合併後速やかに廃止する。
・合併後３年（５年）以内に廃止する。
・合併後３年間（５年間）で廃止する。
・合併後３年間（５年間）で段階的に廃止する。

⑤廃止の方向で調整廃止

※　経過措置の期間の設定については、原則として３年間とします。ただし、３年
間で統合することが極めて困難な場合は、５年間とします。

づくりの将来ビジョン」や１市２町
の「まちづくり計画」との整合性を
図りながら、藤野町市町村合併推進
協議会で検討された「ふじの まち
づくりビジョン」を参考にして事務
局で案を作成する考えである。
藤野町委員
　合併協定書の調印については、報告
事項ではなく協議事項にしてほしい。
藤野町委員
　協議事項は事務事業を協議するも
ので、合併の是非を協議項目の１つ
とするのはおかしいと考える。
牛山アドバイザー
　合併協定項目の中に合併の是非を
入れると、この協議会で合併が決まる
という趣旨にとられかねない。合併
はそれぞれの自治体の議会で議決が
されたときに決まる。したがって、合
併協定項目に合併の是非を入れるこ
とは制度上あまり適切ではない。合
併協定項目の内容について合意がさ
れなければ、委員、首長、議員の意見を

踏まえて、協議会解散となり、合併が
否定されたということになると思う。
相模原市委員
　前向きな意見を出しながら協議を
進めてほしい。
相模原市委員
　合併市町村基本計画の協議の中で、
総合的に意見を述べる場を設けては
どうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　
第４号　合併の方式について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
　合併の方式は、藤野町を廃し、そ
の区域を相模原市に編入する編入合
併とする。なお、各市町の文化や伝
統を尊重し、地域の個性と特色を活
かしたまちづくりを進める。

　　　　　　　　　　　　　　　　
第５号　事務事業一元化の基本方針

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
　原案は、左下表のとおりです。

そ の 他　　そ 　の 　他　　

　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）協議スケジュール（案）について

　　　　　　　　　　　　　　　　
　事務局より右下表のとおり報告が
ありました。

　　　　　　　　　　　　　　　　
（２）今後の協議会開催日程（案）について

　　　　　　　　　　　　　　　　
　第２回は、５月２６日（木）午後１
時から神奈川県立藤野芸術の家で行
うこととなりました。（詳しくは、
４面の会議開催のお知らせをご覧く
ださい。）

主な意見

藤野町委員　
　町議会で慎重な合併協議を求める
附帯決議をしており、７月の町長選

挙後に事実上の協議をお願いする。
また、１回あたりの協議項目を少な
くしてほしい。
事務局　
　第３回以降の日程及び協議内容等
は、幹事会、あるいは正・副会長会
議等で協議し、決定させていただき
たいと考える。
藤野町委員　
　議会の附帯決議や町長選挙のこと
は協議会には関係ないと思っている。
そのときの事情により変わる可能性
はあるが、この計画どおり進行して
ほしい。

牛山アドバイザー
　全国的には合併で飛び地になる事
例が生じているが、これは、合併協議
が調わない自治体が抜けていった結
果、飛び地になるという制度上の問
題があるからだ。この地域では、まだ
合併協議が続いているので、飛び地
になってしまってよいのか、という
点も踏まえて、１市４町が、それぞれ
の協議会で、まちづくりについて真
摯な議論ができるかどうかというと
ころが非常に重要だと思う。個別の
事情に振り回されるのではなく、ま
ちづくりの観点から、いい自治体を
つくるにはどうしたら良いかを考え、
また、都市内分権の問題等も、より
実のあるものにしていくことによっ
て、合併に伴う不安を払拭していく
ことが重要である。そうした視点か
ら、２自治体の間で、合併に向け、よ
り建設的な議論がされればと思う。

主な意見

藤野町委員　
　「新市において検討する」とは、
どのような組織体制で決めていくの
か。藤野町の意見はどう反映される
のか。
事務局　
　地域自治区を設けることになれば、
旧町の地域のまちづくり等について
様々な意見を伺う場が確保される。
相模原市委員　
　それぞれの協議事項を協議する中
で様々な意見を出していくのがベス
トだと思う。

合併の方式（編入合併と新設合併）の主な比較
新設合併編入合併

新たに制定する。
編入する市町村の名称とすること
が多いが新たに制定することがで
きる。

合
併
市
町
村

の
名
称

消滅する合併関係市町村の長は失
職する。

編入する市町村の長は変わらず、
編入される市町村の長は失職す
る。

市
町
村

の
長

原則として消滅する合併関係市町
村の議会の議員は失職し、合併市
町村において設置選挙を行う。た
だし、定数、任期などについて※合
併新法による特例がある。

原則として編入する市町村の議会
の議員は在任し、編入される市町
村の議会の議員は失職する。ただ
し、定数、任期などについて※合
併新法による特例がある。

議
会
の
議
員

※合併新法：３面の「合併特例法と合併新法の違いは？」をご覧ください。



全国の市町村合併の状況全国の市町村合併の状況

○総務省において市町村合併の状況が、とりまとめられておりますの
で、お知らせします。

○平成１８年３月３１日には、市町村数は全国で１，８２２となる予定で、平成１１
年３月３１日（３，２３２）時点と比べて、５８１件の合併が行われることによ
り、全国で１，４１０の市町村が減少することとなります。

○なお、全国の合併状況については総務省ホームページ（合併相談コー
ナー）（http://www.soumu.go.jp/gapei/）でご覧いただけます。

〈平成１８年３月３１日の市町村数は、平成１７年３月３１日時点で各都道府県知事に合併申請済み
の状況を総務省が集計した結果〉

全国市町村数の変遷全国市町村数の変遷

　平成１７年３月３１日が適用期限であった『市町村の合併の特例に関する
法律（以下「合併特例法」という）』に代わって、平成１７年４月１日に
『市町村の合併の特例等に関する法律（以下「合併新法」という。）』
が新たに施行されました。これは、合併特例法が効力を失った以後も自
主的な市町村合併を推進するために制定されたものです。
　相模原市、津久井町及び相模湖町の１市２町は平成１７年３月３１日に神
奈川県知事へ合併の申請を行いましたので、経過措置により合併特例法
の適用を受けます。
　平成１７年４月１日以降（平成２２年３月３１日まで）に合併する市町村に
は、合併新法が適用になります。
　合併特例法と合併新法の主な違いは、次のとおりとなっています。

　地方税の不均一課税ができる特例、市町村議会の議員の定数・在任の特
例や農業委員会の委員等の特例など市町村合併にあたっての障害を除去
する規定については、合併特例法と基本的に同様の規定となっています。
※合併市町村基本計画…合併特例法では市町村建設計画という名称でした。

合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を
図るための基本的な計画です。

合併特例法と合併新法の違いは？合併特例法と合併新法の違いは？

 相模原市・藤野町合併協議会委員等名簿 � （平成１７年５月１５日現在）
【協議会委員】

備　　　考氏名区　　分
相模原市長小 川 勇 夫会　　長
藤野町長倉 田 知 昭副 会 長
相模原市議会議長由 比 昭 男

相模原市

委　員

相模原市議会合併問題特別委員会委員長山 岸 一 雄
相模原市議会合併問題特別委員会副委員長小 林 一 郎
相模原市議会合併問題特別委員会委員久保田義則
相模原市自治会連合会会長三 橋   豊
相模原市社会福祉協議会会長小 磯 義 範
特定非営利活動法人男女共同参画さがみはら副代表理事石井トシ子
相模原商工会議所会頭河 本 洋 次
相模原青年会議所理事長井 口　 学
相模原市農業協同組合専務理事根 岸　 清
元相模原・津久井地域合併協議会（任意協議会）まちづくりの将来ビジョン検討委員会委員長矢 越 孝 裕
藤野町議会議長小 山 秀 文

藤野町

藤野町議会副議長中 道 重 幸
藤野町議会１市４町合併特別委員会委員長加 藤 久 雄
藤野町議会１市４町合併特別委員会副委員長倉 田 義 和
藤野町商工会会長佐々木道他
藤野町観光協会会長船 橋 英 明
藤野町行政委員代表者会議座長末 永 義 �

藤野町社会福祉協議会会長中 村 和 裕
藤野町社会福祉協議会副会長相 澤 由 美
元藤野町市町村合併推進協議会藤野町合併まちづくり検討委員会委員長佐々木宣彰
元津久井青年会議所理事長山 � 泰 文
相模原津久井地域連合事務局長森   繁 之１市１町共通
神奈川県広域行政担当部長田 中 克 己

神奈川県
神奈川県津久井地域県政総合センター所長小 林   弘

【アドバイザー】
東海大学政治経済学部教授吉 田 民 雄

アドバイザー
一橋大学大学院法学研究科教授辻   琢 也
横浜国立大学大学院工学研究院助教授高見沢   実
明治大学政治経済学部助教授牛山久仁彦

【監　　事】
藤野町代表監査委員小 澤   優

監　　　事
藤野町監査委員鈴 木   實

相模原・津久井地域合併協議会相模原・津久井地域合併協議会
５５月月１６１６日合併協議が始まる日合併協議が始まる

　相模原市、城山町、津久井町及び相模湖町の１市３町は、本年４月
１日付けで、法律に基づく合併協議会を設置し、第１回協議会を５月
１６日（月）に開催することになりました。当日は、平成１７年度事業計
画、予算、合併協定項目、合併の方式、事務事業一元化の基本方針な
どについて、協議されることになっています。（詳しくは、４面の会
議開催のお知らせをご覧ください。）
　また、これにより、平成１６年４月１日付けで設置した任意の合併協
議会は、本年３月３１日をもって解散しました。

金　額項款歳　

入
１７，０００１　負担金　　　１　負担金　　　
１７，０００歳 入 合 計

金　額項款
歳　

出

１３，５０５１　事業推進費　１　事業費　　　
 ２，７７７１　事務局費　　２　総務費　　　
　 ７１８１　予備費　　　３　予備費　　　
１７，０００歳　出 合 計

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会
神奈川県知事へ要望書提出神奈川県知事へ要望書提出

　小川相模原市長、天野津久井町長、溝口相模湖町長は、４月１８日
（月）に神奈川県知事を訪れ、合併に伴う電算システムの統合や事務事
業の一元化に要する経費などに対する財政支援の要望を行いました。ま
た、神奈川県が津久井町、相模湖町で行っている事務が、中核市である
相模原市に移管されることから、円滑な移管に向けた人的な支援の要望
も行いました。

【要望内容】
・合併準備に対する財政措置
・新市のまちづくり推進のための事業に対する財政措置
・事務事業の一元化に要する経費に対する財政措置
・中核市事務等の移管に伴う経費に対する財政措置、人的支援
・住民サービスに要する県施設等の無償による借用
・津久井広域道路等の早期整備

事事業計画及び予算について業計画及び予算について
　相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会の平成１７年度の事業計画及
び予算は次のようになっています。
【事業計画】
１　会議の開催　相模原市、津久井町及び相模湖町の合併に関する協議

等を行うため、合併協議会の会議を開催する。
２　合併準備の推進　合併時までに調整するとした事項や合併関連準備

事務の推進状況を確認し、円滑な新市への移行を図る。
３　広報の実施　合併協議会だよりの発行及びホームページの開設等に

よる情報提供、意見の募集を行う。
４　その他必要な事業　国や県との調整のほか、必要な事業を適宜実施する。
【予算】 ����������������������� （単位：千円）

合併新法合併特例法項目

平成１７年４月１日から平成２２
年３月３１日までに合併した市
町村。ただし、合併特例法の
対象を除く。

平成１７年３月３１日までに合
併した市町村。ただし、平
成１７年３月３１日までに都道
府県知事に合併申請し、平
成１８年３月３１日までに合併
した市町村も対象。

適用期間・適用対
象

合併協議会で※「合併市町村
基本計画」を作成します。

合併協議会で「市町村建設
計画」を作成します。

新市町村のマスタ
ープランの作成

合併する年度により、現行の
特例措置（合併前の市町村が
存続するものとして算定）の
期間が短縮されます。

特例期間の後５年間は激変緩
和措置があります。

合併した年度及びこれに続
く１０年度は合併前の市町村
が存続するものとして算定
されます。その後５年間は
激変緩和措置があります。

合併算定替
　● 合併後の一定期間、合併前
の市町村が存在するものとみ
なして計算した普通交付税の
合計額を措置する制度。

地方交付税の額の
算定にあたっての
特例（合併算定
替）

合併特例債は廃止。

合併した年度及びこれに続
く１０年度に限り、借入れるこ
とのできる地方債。対象事業
費の約９５％に合併特例債を
充てることができ、更に返還
するときに７０％が基準財政
需要額に算入され、普通交付
税として措置がされます。

合併特例債
　● 合併市町村のまち
づくりに必要な事業
や地域振興のための
財源として借り入れ
ることができる地方
債のこと。

特例期間合併年度

合併年度及び
続く９年度１７・１８年度

合併年度及び
続く７年度１９・２０年度

合併年度及び
続く５年度２１年度
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相模原・津久井地域合併協議会
第１回

日時：平成１７年５月１６日（月）　午後４時から
会場：けやき会館　５階大樹の間
傍聴：１００人（希望者多数の場合は抽選となります。午後３時３０分まで

に同会館４階研修室にお集まりください）
内容：平成１７年度事業計画・予算について
　　　合併協定項目について
　　　合併の方式について
　　　事務事業一元化の基本方針について　など

　藤野町は、神奈川県の最北西端に位置し、面積は、６４．９１㎞２で南北に長い形をしています。町の中央部東側には神奈川県民の水がめである相
模湖があり、ここに相模川や秋山川、沢井川などの清流が数多く注ぎ、豊かな水をたたえています。北部には、町内最高峰の 連  行  峰 （１，０２０ｍ）

れん ぎょう ほう

をはじめ、 生  藤  山 （９９０ｍ）、
しょう とう ざん

 陣  馬  山 （８５７
じん ば さん

ｍ）など比較的急峻な山々が、また、南部には、 石  砂  山 、 峰  山 といった５００ｍ級のなだらかな山々が
いし ざれ ざん みね やま

連なり、絶好のハイキングコースとなっています。
　また、戦中戦後にかけて疎開してきた 藤  田  嗣  治 や

ふじ た つぐ じ

 猪  熊  弦  一  郎 らを中心とした画家の一団が相模湖を望む藤野町に一大芸術都市を夢見ていたと
いの くま げん いち ろう

いう歴史的背景を踏まえ、水源地として森と湖の大切さを訴え、自然と人間の共存と融和を基本理念として、「ふるさと芸術村構想」を掲げ、
自然条件を活かした活力あるまちづくりを展開するとともに、森と湖からのメッセージを発信しています。

（お問い合わせ：藤野町産業建設部まちづくり課　1０４２６－８７－２１１１〈代表〉）

相模原市・藤野町合併協議会
第２回
日時：平成１７年５月２６日（木）　午後１時から
会場：県立藤野芸術の家　２階クリエーションホール
住所：藤野町牧野４８１９　電話：０４２６－８９－３０３０
傍聴：１００人（希望者多数の場合は、抽選となります。午後０時３０分ま

でに同施設２階会議室Ａにお集まりください）
内容：合併の期日について
　　　新市の名称について
　　　新市の事務所の位置について
　　　合併市町村基本計画（作成方針）について　など

お問い合わせ先
　相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会
　　http://www.sts-gappei.jp
　相模原・津久井地域合併協議会
　　http://www.st-gappei.jp
　相模原市・藤野町合併協議会
　　http://www.sf-gappei.jp
〒２２９－００３６　
　相模原市富士見６－６－２３
　　　　　　けやき会館３階
　1０４２－７６９－８２０６　6０４２－７６８－４０６６
E-mail 
kouiki@city.sagamihara.kanagawa.jp
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